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平成２９年第２回伊勢崎市議会臨時会提出予定議案（概要） 

種  別 件    名 件 数 

専決処分 条例関係 伊勢崎市市税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認

について 

ほか２件 

３ 

財政関係 平成２８年度伊勢崎市一般会計補正予算（第４号）の専決

処分の承認について 

１ 

計 ４ 

そ の 他 損害賠償 和解及び損害賠償の額を定めることについて １ 

計 １ 

合  計 ５ 

※ 報 告 

  第３号 和解及び損害賠償の額を定めることについての専決処分の報告について 

  第４号 和解及び損害賠償の額を定めることについての専決処分の報告について 

  第５号 平成２８年度伊勢崎市一般会計繰越明許費の繰越しについて 

  第６号 平成２８年度伊勢崎市一般会計事故繰越しについて 

  第７号 平成２８年度伊勢崎市下水道事業費特別会計繰越明許費の繰越しについて 

  第８号 平成２８年度伊勢崎市水道事業会計予算の繰越しについて 
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平成２９年第２回伊勢崎市議会臨時会提出予定議案（内容説明） 

種別 番号 件  名 内  容 主管課名 

専決処分 ４７ 伊勢崎市市税条例の一部

を改正する条例の専決処

分の承認について 

 地方税法及び航空機燃料譲

与税法の一部を改正する法律

による地方税法の一部改正及

び所得税法等の一部を改正す

る等の法律による法人税法の

一部改正並びに地方税法施行

令の一部改正に伴い改正の必

要を認め、併せて条文の整備

を図るもの 

【概要】 

⑴ 伊勢崎市市税条例の一部

改正 

ア 個人市民税関係 

   (ア) 特定配当等、特定株式

等譲渡所得金額、特例

適用配当等及び条約適

用配当等に係る所得に

ついて、提出された申

告書に記載された事項

その他の事情を勘案し

て、市長が課税方式を

決定できることを明確

化するもの 

   (イ) 肉用牛の売却による

事業所得に係る課税の

特例について、適用期

限を３年間延長するも

の 

  (ウ) 優良住宅の造成等の

ために土地等を譲渡し

た場合の長期譲渡所得

に係る課税の特例につ

いて、適用期限を３年

間延長するもの 

 イ 法人市民税関係 

   (ア) 延滞金の計算の基礎

となる期間に係る規定

を改めるもの 

ウ 固定資産税関係 

市民税課 
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(ア)  被災住宅用地等に対

する特例措置及び耐震

又は省エネ改修に伴う

住宅に対する特例措置

の拡充 

(イ)  地方税法の一部改正

に伴う項ずれを改める

もの  

エ 軽自動車税関係 

  (ア) 一定の環境性能を有

する３輪以上の軽自動

車について、その燃費

性能に応じた軽課を行

うグリーン化特例の適

用について燃費基準を

引き上げた上で、期限

を２年間延長し、平成

２９年度及び平成３０

年度に新車登録したも

のに限り、それぞれ、

翌年度分の軽自動車税

の税率を軽減するもの 

  (イ) グリーン化特例の適

用を受けた軽自動車の

軽自動車税について、

自動車製作者等の不正

行為に起因し納付不足

額が発生した場合に

は、当該自動車製作者

等は当該納付不足額を

納める義務があるもの

とする規定を新設する

もの 

⑵ 伊勢崎市市税条例等の一

部を改正する条例（平成２

９年伊勢崎市条例第７号）

の一部改正 

読替規定の引用条項を改

めるもの 

４８ 伊勢崎市都市計画税条例

の一部を改正する条例の

専決処分の承認について 

 地方税法及び航空機燃料譲

与税法の一部を改正する法律

による地方税法の一部改正に

資産税課 
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伴い、改正の必要を認めたも

の 

【概要】 

⑴ 課税標準の特例に係る読

替規定の引用条項の項ずれ

を改めるもの 

４９ 伊勢崎市国民健康保険税

条例の一部を改正する条

例の専決処分の承認につ

いて 

 地方税法施行令の一部改正

に伴い、改正の必要を認めた

もの 

【概要】 

⑴ ５割減額対象世帯の減額

所得基準について、被保険

者１人につき加算する金額

を２６万５，０００円から

２７万円に改めるもの 

⑵ ２割減額対象世帯の減額

所得基準について、被保険

者１人につき加算する金額

を４８万円から４９万円に

改めるもの 

国民健康保

険課 

５０ 平成２８年度伊勢崎市一

般会計補正予算（第４

号）の専決処分の承認に

ついて 

※歳入歳出予算の総額にそれ

ぞれ 5,005 千円を追加し、

総額をそれぞれ 76,294,246

千円としたもの 

※繰越明許費を補正したもの 

財政課 

そ の 他 ５１ 和解及び損害賠償の額を

定めることについて 

伊勢崎市ひろせ町４０８８

番地５地先の国道において、

安心安全パトロール連絡協議

会員の運転する防犯パトロー

ル活動中の青色防犯パトロー

ル車が側道から本線に進入し

た際、西方向から直進してき

た相手方所有の大型貨物自動

車と衝突し、当該自動車の左

前部を損傷した事故につい

て、和解及び損害賠償の額を

定めるもの 

安心安全課 

 

 

 


